
名古屋市中小企業振興会館の利用料金等の設定について 

 

                         令和 8年 3月 27日名古屋市長承認 

 

名古屋市中小企業振興会館（以下「振興会館」という。）の利用料金の額、還付及び徴収

時期の基準等を、次のように定める。 

 

（適用期間） 

第 1 以下に定める事項の適用期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までに

使用許可を受けたものとする。 

 

（利用料金の額） 

第２ 振興会館の利用料金の額は別表１のとおりとする。 

 

（利用料金の納付期日） 

第３ 利用料金の納付期日は、使用許可を受けた使用の日（２日以上にわたって引き続き

使用するときは、その初日。以下同じ。）の３月前とする。ただし、会議室のみを使用

する場合については、使用日の 1月前とする。 

 

（納付期日の特例） 

第４ 駐車場を使用する場合のほか、次に掲げる場合は、前項及び第 7 項の規定にかかわ

らず使用料を後納することができるものとする。 

（１）施設の使用許可の変更に伴い、新たに納付しなければならない使用料を納付するとき。 

（２）官公署が使用するとき。 

（３）メインホール附属設備に係る使用料を納付するとき。 

 

（予約金） 

第５ 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）から、使用許可と同時に使用予約

金（以下「予約金」という。）を徴収する。 

 

（予約金の額） 

第６ 予約金の額は、利用料金の額に 0.2 を乗じて得た額とする。ただし、会議室の使用

については、予約金を徴収しない。 

 

（予約金の納付期日） 

第 7 予約金の納付期日は、使用許可を受けた日後１月とする。 

 

（還付） 

第 8 使用料を還付することができる場合及び還付額等は、次のとおりとする。 



（１）使用者の責めに期すことができないときは、利用料金の全額を還付する。 

（２）使用者が、使用許可を受けた使用の日の前３月までに使用の許可の取り消しを申し

出たときは、利用料金の額に 0.8を乗じて得た額を還付する（予約金を還付しない。）。 

（３）使用者が、使用許可を受けた使用の日の前１月までに使用の許可の取り消しを申し

出たときは、利用料金の額に 0.5を乗じて得た額を還付する。 

 

（還付の申請） 

第 9 利用料金の還付を受けようとする者は、使用許可書を添えて、施設使用許可取消申出

書を提出するものとする。 

 

（光熱水費等の弁償金） 

第 10 施設等の使用に係る電気料、水道料及びガス料等の弁償金の額は、別表２のとおり

とする。 

 

（年度途中の弁償金単価の改正基準） 

第 10の２ 次の場合、弁償金単価の改正を名古屋市と協議するものとする。 

（１）電気料について、毎年 11月 30日以前の各月末の時点で、再生可能エネルギー賦課金

及び国の激変緩和措置もしくは中部電力の負担軽減策等の緩和措置単価が年度末ま

で確定し、なおかつ燃料調整単価が当初想定から変動したことにより、年度当初に定

めた通常期（4月～6月及び 10月～3月）単価より新たに算出される単価が２割（円

未満切り捨て）以上差が生じる場合。 

（２）その他、弁償金単価が実態と大幅に乖離していると客観的に認められる場合 

 

 ２ 前項により弁償金単価を変更する場合、その額は、名古屋市長の承認を得て、別途定

めるものとする。 

 

（改正） 

第 11 上記の事項は、名古屋市長の承認を得て改正するものとする。 

 

（附則） 

第 12 この規定は、令和 8年 4月 1日から施行する（令和 8年 3月 27日名古屋市長承認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

名古屋市中小企業振興会館 利用料金 

１ 展示施設 

施設の区分 

利用料金の額 

全日 午前 午後 

午前 0 時から 

午後 12 時まで 

午前 0 時から 

正午まで 

正午から 

午後 12 時まで 

吹上ホール 900,000 円 450,000 円 450,000 円 

第 1 ファッション 

展示場 

区画しない場合 400,000 円 200,000 円 200,000 円 

区画する場合 
東 220,000 円 110,000 円 110,000 円 

西 220,000 円 110,000 円 110,000 円 

第 2 ファッション 

展示場 

区画しない場合 190,000 円 95,000 円 95,000 円 

区画する場合 
東 125,000 円 63,000 円 63,000 円 

西 84,000 円 42,000 円 42,000 円 

  

２ 集会施設 

施設の区分 

利用料金の額 

1 日 午前 午後 午前午後 夜間 午後夜間 

午前 9時から 

午後 9時 30分まで 

午前 9時から 

正午まで 

午後 1時から 

午後 4時 30分まで 

午前 9時から 

午後 16時 30分まで 

午後 5時 30分から 

午後 9時 30分まで 

午後 1時から 

午後 9時 30分まで 

催 

事 

場 

メインホール 
147,000 円 

(197,000 円) 

53,000 円 

(71,000 円) 

62,000 円 

(83,000 円) 

102,000 円 

(137,000 円) 

71,000 円 

(95,000 円) 

118,000 円 

(158,000 円) 

展望 

ホール 

区画しない場合 96,000 円 35,000 円 40,000 円 67,000 円 46,000 円 77,000 円 

区画する

場合 

第 1 室 53,000 円 20,000 円 22,000 円 37,000 円 25,000 円 43,000 円 

第 2 室 53,000 円 20,000 円 22,000 円 37,000 円 25,000 円 43,000 円 

会 

議 

室 

第 1 会議室 13,700 円 4,900 円 5,800 円 9,500 円 6,600 円 11,000 円 

第 2 会議室 16,000 円 5,800 円 6,700 円 11,100 円 7,700 円 12,800 円 

第 3 

会議室 

区画しない場合 30,900 円 11,100 円 13,000 円 21,500 円 14,800 円 24,800 円 

区画する

場合 

第 1 室 17,000 円 6,100 円 7,100 円 11,800 円 8,200 円 13,600 円 

第 2 室 17,000 円 6,100 円 7,100 円 11,800 円 8,200 円 13,600 円 

第 4 会議室 13,700 円 4,900 円 5,800 円 9,500 円 6,600 円 11,000 円 

第 5 会議室 5,700 円 2,100 円 2,400 円 4,000 円 2,700 円 4,600 円 

第 6 会議室 6,900 円 2,500 円 2,900 円 4,800 円 3,300 円 5,500 円 

第 7 

会議室 

区画しない場合 30,900 円 11,100 円 13,000 円 21,500 円 14,800 円 24,800 円 

区画する

場合 

第 1室 17,000 円 6,100 円 7,100 円 11,800 円 8,200 円 13,600 円 

第 2室 17,000 円 6,100 円 7,100 円 11,800 円 8,200 円 13,600 円 

第 8 会議室 5,700 円 2,100 円 2,400 円 4,000 円 2,700 円 4,600 円 

第 9 会議室 6,900 円 2,500 円 2,900 円 4,800 円 3,300 円 5,500 円 

第 10 会議室 10,500 円 3,800 円 4,500 円 7,300 円 5,100 円 8,400 円 

備考 （ ）内の金額は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日

（以下「土日祝祭日」という。）に使用する場合に適用する。 



３ その他の施設 

施設の区分 利用料金の額 

事務室 1 平方メートルにつき 月額 2,300 円 

駐車場 

1 台 1 回につき、次の各号に定めるところにより計算した額 

（１）入出庫の取扱い時間内 駐車場間 30 分までことに           200 円 

（２）土日祝祭日を除く午前 8 時から同日午後 11 時までの時間内最大料金 2,000 円 

（３）入出庫の取扱い時間外 当該時間の駐車１回につき          600 円 

駐車回数券 駐車時間 30 分間使用できる駐車券 11 枚つづりの回数駐車券       2,000 円 

 

４ 附属設備 

分類 品目 単位 使用料の額 

音響設備 

テープレコーダー・コンパクトディスクプレイヤー卓 １式 2,000 円 

ダイナミックマイクロホン １本 600 円 

ワイヤレスマイクロホン １本 2,000 円 

照明設備 

シーリングスポットライト １式 2,000 円 

サイドスポットライト １式 2,000 円 

センターピンスポットライト １台 2,000 円 

備考 １ 使用料の額は、午前、午後又は夜間のそれぞれの区分による使用にあってはこの表の額、午前午後

又は午後夜間のそれぞれの区分による使用にあってはこの表の額に２を乗じて得た額、１日の区

分による使用にあってはこの表の額に３を乗じて得た額とする。 

   ２ １の使用時間の区分は、別表２の集会施設の表の使用時間の区分をいう。 

 

  



別表２ 

 

光熱水費等の弁償金 

区  分 弁償金の単価 徴収する施設等 

電 気 料 

（７～９月） 

１kWh あたり 

２９円 

展示施設 

集会施設（会議室を除く。以下同じ。） 

事務室（テナントを含む。以下同じ。） 

電 気 料 

（４～６月及び１０～３月） 

１kWh あたり 

２８円 

展示施設 

集会施設 

事務室 

水 道 料 
１㎥あたり 

７１４円 
吹上ホール 

ガ ス 料 
１㎥あたり 

４１８円 

吹上ホール 

第 1 ファッション展示場 

冷 房 費 
１０MJ あたり 

５９円 

展示施設 

集会施設 

事務室 

暖 房 費 
１０MJ あたり 

５１円 

展示施設 

集会施設 

事務室 

共 益 費 
１㎡あたり 

９６０円 
事務室 

 

   ※別表２については、令和 8年 3月 27日名古屋市長承認 

 


